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制 度 名 
国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における登録免許税
の軽減措置の延長 
 
 公的医療機関の開設者等が、平成４年４月１日から平成１４年３月３１日
までの間に、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律（以下「特措
法」という。）第２条第１項、第２条の２又は第３条の規定に基づき、国立
病院・療養所（以下「国立病院等」という。）の用に供されている土地又は
建物を無償又は減額された価額で取得し、引き続きその開設する医療機関の
用に供する場合には、当該土地又は建物の所有権の移転登記に係る登録免許
税について、税率を１０００分の５０から１０００分の９に軽減することと
されているが、このような軽減措置について、適用対象者の範囲を見直した
うえ、その適用期限を１年間延長する。 
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  ３４９百万円 

(1) 政策目的 

 国立病院等の役割については、地域の一般的な医療は公私立医療機関に委
ね、国として担うべき高度・先駆的医療を実施していくこととしており、そ
のための機能強化を図る必要があることから、昭和６１年度を初年度として
策定された全体計画に基づき、その再編成を推進しているところである。 

 また、国立病院等の再編成の推進は、行政改革の一環としても位置づけら
れており、行政改革会議最終報告（平成９年１２月）において、「今後、計
画的な整理・統廃合を進め」るとともに、「統廃合・経営移譲を推進するた
め、従来の再編成特別措置のさらなる拡充が必要」とされている。 

 その後、中央省庁等改革基本法（平成１０年法律第１０３号）において、
再編成を一層促進することとされており、これらの動きを受け、平成１１年
３月に再編成計画の見直しを行い、再編成対象施設の追加等を行い、強力に
再編成の推進を図っているところである。 

 なお、平成１１年４月に閣議決定された「国の行政組織等の減量、効率化
等に関する基本的計画」において、国立病院・療養所は、平成１６年度に独
立行政法人に移行することとされており、それまでに、再編成を概ね完了さ
せる必要がある。 

(2)  施策の必要性 

 上記のように、国立病院等の役割については、地域の一般的な医療は公私
立医療機関に委ね、国として担うべき高度・先駆的医療を実施していくこと
としており、そのための機能強化を図る必要があることから、再編成を推進
する必要がある。 
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(3) 施策の適正性（公平性・優先性等） 

 国立病院等の再編成を円滑に推進するとともに、統廃合又は経営移譲の対
象となる国立病院等が所在する地域の医療を引き続き確保するためには、国
立病院等の用に供されている資産を取得して引き続き医療機関を開設する公
的医療機関の開設者等の経済的負担を軽減し、早期にその経営を安定させる
措置が必要である。 

 このため、特措法により、国立病院等の資産の譲渡価額の減額措置等を講
ずることとしているところであるが、これらの措置と併せ、移譲等を受けた
場合に課される登録免許税の軽減措置を講ずることが効果的である。 

 



 

(4)  施策の効率性 

 特措法では国立病院等の資産の譲渡価額の減額措置等が講じられている
が、登録免許税は課税対象不動産の評価額を課税標準としていることから、
譲渡価額を減額しただけでは登録免許税は軽減されない。そこで、再編成を
推進するためには、登録免許税の税率の軽減措置を講じることが効果的であ
る。 

政 策 の 
達 成 目 標 

 昭和６１年再編成計画の対象施設について、再編成を速やかに実施すると

ともに、平成１１年の再編成計画見直しによる追加対象施設について平成１

３年度末を目途に施設の廃止を含む対処方策を決定し、着実に実施する。 

当 該 項 目 
以 外 の 
支 援 措 置 

国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における不動産取得
税の課税標準の特例措置 
国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における固定資産税
等の軽減措置 

担当課名  国立病院部企画課 

 

  



国立病院・療養所の再編成について

ア 目的

国立病院・療養所については、昭和５０年代後半以降、他の●

行政改革の一環公私医療機関の整備・充実が進んだことから、

として『統廃合』又は『経営移譲』による再編成を推進するこ

とにより、生み出された要員等の資源を集中・集約し、国立医

療機関にふさわしい高度又は専門的医療等を適切に遂行するた

こととした。めの機能の質的強化を図る

イ 計画内容
昭和６１年 平成１１年
再編成計画 見直し計画昭和61年施設数

２３９施設 １６５施設 １５２施設
△７４施設 △１３施設

統合△４０施設 統合△ ８施設
移譲△３４施設 移譲△ ５施設

ウ 進捗状況（平成13年12月現在）

１３年１２月までに統合統合及び移譲
未実施施設数

ないし移譲された施設数予 定 施 設 数
昭和６１年再編成計画未実施施設２９施設

８７施設 ４６施設 ４１施設
平成１１年見直し計画 〃 １２施設

（参 考）再編成計画の年次別進捗状況

再編成計画 年 次 別 減 少 施 設 数 再編成
区 分 昭和 平成 未実施

施 設 数 施設数61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 計
6 1 年 計 画
40 2 3 1 3 1 2 1 2 6 2 23 17

統合による減
見直し計画
8 8

6 1 年 計 画
34 1 1 1 4 4 6 4 1 22 12

移譲による減
見直し計画
5 1 1 4

6 1 年 計 画
74 1 2 4 1 3 2 6 5 8 10 3 45 29

見直し計画計
13 1 1 12

全 体
87 1 2 4 1 3 2 6 5 8 10 4 46 41



エ 今後の対応

① 昭和６１年度再編成計画対象施設（７４施設）のうち平成１２年度

移譲又は廃止の別、実末時点での未実施施設（３２施設）について、

につ施予定時期、移譲する場合の引受先（管理委託先を含む）の候補

いて決定し、本年４月２０日に公表した。

統合後廃止予定対象：１９施設 経 営 移 譲 対 象：１３施設
経営移譲： ８施設 経営移譲： ９施設
廃 止：１１施設 廃 止： ４施設

今後、統廃合計画については、統合に必要な最低限の建物整備の完

了予定時期を基本とし、独立行政法人への移行時（平成１６年度）ま

でに概ね完了させることとし、また、経営移譲計画については、独立

行政法人への移行時までに全て完了させることとしている。

（ ）② 平成１１年３月の再編成計画見直しによる追加対象施設 １２施設

について、平成１３年度末を目途に施設の廃止を含む対処方策を決定

することとしている。



平成１４年度以降の減税見込額（登録免許税）

平成１４年度以降に本特例措置の適用を受ける見込みの施設数

……４施設

上の施設に対して本特例措置が適用されない場合の納税見込額

……４２６，１５０千円（①）

上の施設に対して本特例措置が適用される場合の納税見込額

…… ７６，７０７千円（②）

本特例措置による減税見込額（①－②）………………………３４９，４４３千円


